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 北九州市副市長事務分担規則及び北九州市長代理順序規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

令和６年６月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第２８号 

北九州市副市長事務分担規則及び北九州市長代理順序規則の一部 

を改正する規則 

 （北九州市副市長事務分担規則の一部改正） 

第１条 北九州市副市長事務分担規則（昭和４２年北九州市規則第３０号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条稲原 浩副市長の項中「稲原 浩副市長」を「江口哲郎副市長」に

改める。 

 （北九州市長代理順序規則の一部改正） 

第２条 北九州市長代理順序規則（昭和４２年北九州市規則第３１号）の一部

を次のように改正する。  
  第１条中「稲 原   浩」を「江 口 哲 郎」に改める。  
   付 則 

 この規則は、令和６年７月５日から施行する。 
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